
総務部 財政課

「地方公共団体の財政の
健全化に関する法律」の概要



地方公共団体の財政健全性に関する比率等の公表により、当該比率に応じて
財政の早期健全化、財政の再生等の促進を図る。

（１） 目的（１） 目的

（２） 健全化判断比率等の公表（２） 健全化判断比率等の公表

地方公共団体は、毎年度、次の健全化判断比率等を議会に報告し、公表

地方公共団体財政健全化法の概要

① 実質赤字比率
② 連結実質赤字比率
③ 実質公債費比率
④ 将来負担比率
※ 資金不足比率（公営企業ごと）
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①～④の比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合

（３） 財政の早期健全化（３） 財政の早期健全化

（４） 財政の再生（４） 財政の再生

①～③の比率のいずれかが財政再生基準以上の場合

地方公共団体財政健全化法の概要

・財政健全化計画を作成し、議会の議決を経て速やかに公表
・総務大臣又は都道府県知事に報告

・ 財政再生計画を作成し、議会の議決を経て速やかに公表
総務大臣又は都道府県知事に報告

・ 財政再生計画を総務大臣に協議し、同意を得ていなければ、起債を制限
・ 再生振替特例債の許可（赤字地方債、再生計画期間内に償還）

（５） 公営企業の経営の健全化（５） 公営企業の経営の健全化

公営企業ごとに算出した資金不足比率が経営健全化基準以上となった
場合、経営健全化計画を作成
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財政再生
基準

早期健全
化基準定 義指 標

5%3.75%
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財
政規模に対する比率実 質 赤 字 比 率

15%8.75%
全会計を対象とした実質赤字の標準財政規
模に対する比率連結実質赤字比率

35%25%
一般会計等が負担する元利償還金等の標準
財政規模に対する比率実 質 公 債 費 比 率

-400%
公営企業、出資法人等を含めた一般会計等
が将来負担すべき実質的負債の標準財政規
模に対する比率

将 来 負 担 比 率

-
20%

公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模
に対する比率資 金 不 足 比 率

早期健全化基準及び財政再生基準等

経営健全化
基準
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健全化判断比率等の対象

5



該当なし（－％）
※全会計とも黒字

健全化判断比率等の算定式

（基準）
早期健全化基準 3.75％
財政再生基準 5％

実質赤字額 （①+②）

①一般会計における実質赤字額（公営企業会計分を除く）

②一般会計等に係る特別会計における実質赤字額

標準財政規模
（県税・交付税など標準的な一般財源の規模）

分 子

分 母

（単位：億円）

－

2,424
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健全化判断比率等の算定式
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